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１ 障害者雇用促進法の概要



 

 
 

【目的】 障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビ
リテーションの措置等を通じて、障害者の職業の安定を図ること。

障害者雇用促進法の概要 
 
 
     

事業主に対する措置 

雇雇  
用用  
義義  
務務  
制制  
度度 

  
事業主に対し、障害者雇用率に相当する人数の身体障害者・知的障害者の
雇用を義務づける 
 

 

 

 

※ 大企業等において、障害者を多数雇用する等一定の要件を満たす会社（特例子会社）

を設立した場合、企業グループでの雇用率適用も認めている。 
 

精神障害者（手帳所持者）に雇用率適用 
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障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図る 
 
○ 障害者雇用納付金（雇用率未達成事業主） 

不足１人月額５万円徴収（常用労働者 301 人以上） 
 
○ 障害者雇用調整金（雇用率達成事業主） 

超過１人月額２万７千円支給（常用労働者 301 人以上） 

身体障害者及び知的障害者である常用労働者の数 
＋ 失業している身体障害者及び知的障害者の数  

常用労働者数＋失業者数－除外率相当労働者数 

（＊民間企業の場合）

 
※ この他、300 人以下の事業主については報奨金制度あり（超過１人月額２万１千円支給）

 
在宅就業障害者に仕事を発注する事業主に特例調整金等を支給 

納納  
付付  
金金  
制制  
度度 
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障害者を雇い入れるための施設の設置、介助者の配置等に助成金を支給 
 

・障害者作業施設設置等助成金 
・重度障害者介助等助成金 
・重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 等  

 

障害者本人に対する措置 
 

  
地域の就労支援関係機関において障害者の職業生活における自立を支援  
○ ハローワーク（全国 591 か所） 

障害者の態様に応じた職業紹介、職業指導、求人開拓等 
 
○ 地域障害者職業センター（全国 47 か所）   

専門的な職業リハビリテーションサービスの実施（職業評価、準備訓練、ジョブコ

ーチ等）  
○ 障害者就業・生活支援センター（全国 110 か所） 

就業・生活両面にわたる相談・支援 
 

障害者雇用促進施策を障害者福祉施策との有機的な連携を図りつつ推進 

障害者雇用率（1.8％
＊
） ＝

は今回の改正による追加 
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法定雇用率について

民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づ

き、それぞれ以下の割合（法定雇用率）に相当する数以上の障害者を雇用しなけれ

ばならないこととされている。

雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者又は知的障害者である（なお、精神

障害者は雇用義務の対象ではないが、精神障害者保健福祉手帳保持者を雇用してい

る場合は雇用率に算定することができる）。

一般の民間企業 ……………………… １．８％

○ 民間企業 ……… （５６人以上規模の企業）

特殊法人等 …………………………… ２．１％

労働者数４８人以上規模の

特殊法人及び独立行政法人

〇 国、地方公共団体 …………………………………………… ２．１％

（４８人以上規模の機関）

○ 都道府県等の教育委員会 …………………………………… ２．０％

（５０人以上規模の機関）

（カッコ内は、それぞれの割合（法定雇用率）によって１人以上の障

害者を雇用しなければならないこととなる企業等の規模である。）

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、

２人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。

※ 短時間労働者は原則的に実雇用率にはカウントされないが、重度身体障害

者又は重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定労働時間が２０時

間以上３０時間未満の労働者）については、１人分として、精神障害者であ

る短時間労働者については、0.5人分としてカウントされる。




